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H26.12.24公表

市長自己評価の考え方：　未着手・・・0点、現状把握した・・・10点、計画策定着手・・・・30点、計画策定完了・・・40点、事業着手（予算化）・・・50点、事業完了・・・70点、成果の発生・・・71点～100点　　　

①大項目 ②　中項目 ③　小項目 ④　詳細事項
⑤　進捗状況（平成26年10月1日現在）
（現時点でどこまで着手されているか）

⑥　課　　　　題
（実現にあたっての障害）

⑦　実　行　計　画
　（目 標 と 期 限）

⑧　所　　管　　課
（進行管理を行う課）

⑨目標
　達成
　時期

⑩現時点での
進捗に対する
市長自己評価

３．スポーツツーリズ
ムの総合推進体制を官
民共同で構築し、観光
新時代を開拓します。

1．3つの
新機軸

１．「若者政策市民会
議」(仮称)を創設し、
若者が活躍するまちを
めざす総合的政策を策
定します。

１．地域産業を強くし
て暮らしを立てられる
まちをつくります。

2．３つ
の重点政
策

２．自治振興事務所長
（地域自治区）への市
民任用をはかり、住民
自治と協働のまちづく
りをさらに徹底させま
す。

３．自然エネルギーの
積極的な開発と利用を
進めるまちをつくりま
す。

・来年度スタート予定の若者議会の理解・周
知。
・若者の練り上げるまちづくり施策を実現さ
せるための各課との調整。

・平成26年度中に若者総合政策の策定及び若
者議会の仕組みをまとめあげ、平成27年度か
らスタートさせる予定の若者議会で若者の力
を活かすまちづくり施策を練り上げていく。

・配置する地域。
・事務所長の人選。

・新城市再生可能エネルギー普及促進会議(仮
称)をどのように定着させていくか。(目標
は、市民、市内事業者、専門家等を交えた飯
田市再生可能エネルギー導入支援審査会のよ
うなイメージ。)
・庁内施設管理課の協力を十分に得ることが
できるか。
・事業を進めるにあたっての資金調達につい
てどのような手法を採り入れるか。

・平成28年度までに「新城グリーンエネル
ギー機構」を設置。
・新城市温暖化対策実行計画
　小・中学校の再エネ整備については平成26
年度中に設備認定申請予定。
・新城市再生可能エネルギー普及促進会議委
員選任、運営。
・廃プラスチック油化PJ
　平成27年度中にFS調査

産業政策課

市民自治推進課

　マニフェスト実行計画と進捗状況管理表（平成26年度公表）

２．住宅開発と住環境
改善で住みやすいまち
をつくります。

　市内を知るバスツアーや先進地視察等、今ま
でに計10回以上の若者政策ワーキングを経て、
若者政策推進条例(案)及び若者議会条例(案)を
まとめあげた。（若者条例、若者議会条例　平
成26年12月議決）
　若者総合政策の策定及び若者議会の仕組みに
ついては、来年度からスタートできるよう引き
続き検討中である。

　市民任用の形態について、検討を行ってい
る。

　庁内関係部署による推進体制検討会議を開催
し、スポーツツーリズムの将来像と官民共同の
手法、推進体制等について検討した。

・「新城グリーンエネルギー機構」設置に向け
たスキームを作成中。
・新城市再生可能エネルギー導入の促進に関す
る基本的な方針を定め、再エネ推進における環
境整備として「新城市再生可能エネルギー普及
促進会議(仮称)」を設置することを明記。
・新城市再生可能エネルギー普及促進会議(仮
称)の設置要綱を年内に制定。
・廃プラスチックから非常用電源用燃料を精製
するためのプロジェクト実施に向け、北設衛生
処理組合、同構成町村、サイエンスクリエイト
と調整会議を開始。
・公共施設、小・中学校、公民館・集会所等へ
の再エネ施設導入に向けた調整を開始（再エネ
普及の方向性を「地域の安全・安心」と連携し
たものとしていくことを調整中）。

自治振興事務所

・これまでの取組みで築いてきた人的交流に
配慮する必要がある。

・庁内推進体制の方針を決定する。 総合政策部

　条例制定に向け、この政策に詳しい愛知大学
鈴木先生から助言を受けながら、平成26年6月1
日付で市内事業者等や学識経験者としての鈴木
先生に地域産業総合振興条例審議委員会委員を
委嘱。
　7月9月に第１回審議委員会を開催し、条例制
定に向けてのスケジュールを検討。
　条例制定の基礎資料となる現状の把握のため
事業者や従業員等にアンケート・ヒアリングを
実施することとし、委員所属事業所職員７名と
市職員６名によりワーキングチームを設置し、
調査に向けての準備を進めている。

・市内各種団体（事業者、組合、その他）に
より審議委員会を設置し、この場において協
議検討し進めており、特になし。

・平成27年3月までに条例骨子案を作成。
・平成27年9月までに条例案を策定。
・平成27年12月議会に条例案を議案提出。
・平成28年3月「地域産業振興会議」を設置。

平成
27年度
実施

・平成27年度から実施。
・平成27年3月市議会定例会に上程。

30

任期中

30

平成
27年度
実施

50

平成
27年度末

30

30

地域エネルギー推進課

環境課
･･･廃プラ油化PJ

・平成26年3月に住生活基本計画（住宅マス
タープラン）を策定。
・平成27年度の策定に向け、平成26年度中に骨
子案をまとめるよう検討中。

・新城市都市計画マスタープランとの整合。 ・平成27年度中の策定を目指す。 都市計画課 平成
27年度末

30

平成
28年度

・教育、就労、定住、家庭、スポー
ツ・文化、そして市政参加など若者
をとりまく問題を市民全体で考え、
話し合うとともに、若者の力を活か
すまちづくり施策を練りあげます。
・平成26年度より新設。

・平成26年度は現在の自治区運営を
定着させることに主眼をおき、27年
度以降市民任用を実施します。

・新城ラリーやツール・ド・新城な
どの成功例を踏まえ、平成26年度か
ら体制整備をはかります。

・外部資本や企業誘致に頼るだけで
はなく、商工業、農林業、観光業、
医療・福祉事業、建設業、金融業等
を展開する地元事業所の力を高め、
雇用を生み、地域のなかでお金がま
わる仕組みを充実させます。
・「地域産業総合振興条例」を制定
し、「地域産業振興会議」を司令塔
として設置します。
・平成28年度を目途に条例制定。

・新城の土地利用にはまだまだ未活
用の部分があります。言いかえれば
土地をもっと有効に動かせるはずで
す。さらに地震防災やエコの観点か
らも住宅性能を高め、住環境を改善
し、住宅市場を活性化させる施策が
もとめられます。大胆な「山の湊・
住環境整備計画」を策定。また耐震
化・高性能化住宅改修の加速的推進
をはかります。
・現在策定中の住宅マスタープラン
に基づき、平成27年度を目途に計
画・工程を策定。

・「新城グリーンエネルギー機構」
を創設します。小水力、バイオマ
ス、太陽光など再生可能エネルギー
の全市域での開発システムを立ち上
げ、災害時の緊急電源の確保と地域
への利益還元を柱に、エネルギー自
治・資源自治を進めます。
・平成28年度を目途に機構を創設。
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　マニフェスト実行計画と進捗状況管理表（平成26年度公表）

2．３つ
の重点政
策

新庁舎建設を「3本の
矢」の発射台に―地域
の産業・住宅・新エネ
ルギー開発の起爆剤
に。

3．当面
の主要プ
ロジェク
ト

・新城駅前広場の整備
に着手し、新庁舎建設
とともに中心市街地活
性化をはかります。

・作手高里地区で小学
校・交流ホール・総合
支所一体の総合整備事
業を推進します。

・事業化に向け、地権者説明会を開催。
・用地測量業務委託契約予定(10月中)。

平成
32年度

行政課
･･･作手総合支所

・地権者の同意 ・駅前広場については、平成32年度供用開
始。

都市計画課

・作手総合支所庁舎建設工事
 契約日 平成26年10月1日
 工　期 平成26年10月2日～平成27年6月8日
・庁舎給排水衛生設備工事
 契約日 平成26年10月1日
 工　期 平成26年10月2日～平成27年6月8日
・庁舎電気・空調設備工事
 契約日 平成26年10月1日
 工　期 平成26年10月2日～平成27年6月8日

教育総務課
･･･作手小学校

文化課
･･･山村交流施設

・作手総合支所建設工事関係
　平成27年度
　　外構舗装工事
　　庁舎取壊し工事
　　防災倉庫取壊し工事

・庁舎建設の次のステップ「実施設
計」にはいるときに、「地域産業と
庁舎建設の連携を図る協議会」を立
ち上げます。地元のさまざまな事業
団体に参加をつのり、庁舎建設を地
域産業の強化につなげる方策を練り
上げます。
　免震建築、大規模太陽光パネル、
バイオマス空調、ユニバーサル設
計、地元木材の多用途利用、市民ス
ペースと地場産業展示、防災減災転
用の仕様などなど、今度の庁舎建設
には新しい要素がつまっています。
　これらの建設、設備にあたって地
元事業者が積極的にかかわるととも
に、新技術を獲得し、その後のメン
テナンスや他の一般住宅・事業所設
備建設に広く汎用できるようにして
いくならば、庁舎建設が起爆剤に
なって地域産業振興の新しいサイク
ルが生まれてくるでしょう。
　防災対策上も新庁舎建設は待った
なしです。建設地も全市的検討と議
論の積み上げのなかで決定され、中
心市街地再生に果たす役割も明確で
す。財源問題も解決しています。と
すれば、あとはこの大事業を、いか
に地域活性化に結びつけていくか、
です。

・作手小学校の平成29年度開校をめ
ざし、順次総合支所、交流施設を建
設。

総事業費：約50億円
（現在見積もり　平成25年
6月広報ほのか特集号記載
の通り）
財源：庁舎建設基金＋合併
特例債＋一般財源
完成年度：愛知県の事業認
定が下りたのちに全体工程
を再度見直し、建設目標年
次を確定します。

平成26年度予算で、物件調
査費（2,430万円）、用地
測量費（880万円）を計上

平成25年度実施設計
（事業費概算見込み）
小学校　　 12億円
交流施設　　5億9,300万円
総合支所　　2億9,100万円
（財源）
合併特例債　2億4,100万円
過疎債　　 12億3,100万円
国庫補助金　3億6,000万円
建設基金　  1億3,300万円
一般財源　  1億1,900万円 ・作手小学校

 基本設計完了　平成26年3月
 実施設計着手　平成26年5月

・用地交渉を支障なく行うことが出来るか。
・開校に間に合うよう工事の施工管理を行う
ことができるか。

・用地買収　平成26年度
・工事施行　平成27・28年度
・開校　平成29年4月

・造成工事　平成27年度
・建設工事　平成27・28年度
・利用開始　平成29年4月

・建築資材、人件費等の高騰により、建築費
の増、入札不調等が懸念される。

・山村交流施設
　実施設計業務委託
 契約日 平成26年5月1日
 工　期 平成26年5月2日～平成27年3月25日
 土地収用法による事業認定告示
　　　　平成26年9月24日

平成
28年度末

30

平成
27年度

50

平成
28年度末

30

30

◇地域産業と庁舎建設の連携を図る協議会
・H25年9月6日　地域産業との意見交換会を実
施
・H26年4月30日　第1回協議会から9月26日の第
3回協議会で、関係各課の担当者も交え、地域
産業界からの提案を徴取した。
　この提案を実施設計にフィードバックすると
共に、更に意見交換をしながら進める計画であ
る。

◇新庁舎建設工事実施設計
・H26年9月29日　新城市新庁舎実施設計業務委
託契約締結
　実施設計段階から施工候補者を選定し、その
高度な技術を取り入れていく方式「ECI方式」
を採用する。
　この「ECI方式」採用にあたり、国交省のモ
デル事業支援を受けながら、費用対効果に優れ
た設計を進めるが、同時に施工候補者の選定に
際しては、地域産業振興策についての提案を評
価して決定する準備を進めている。
　施工候補者が決まれば、地域産業と連携しな
がら、庁舎建設における地域産業振興策を具体
的に協議していく計画である。

・昨今の建設業界を取り巻く状況は、大型建
設工事の入札不調の頻発、労働者不足、建設
資材コストの高騰が顕著である。
　この状況は早期に解消されるとは考えにく
いことから、費用対効果に優れ、現実的な地
域産業貢献策にも対応しながら確実な工事請
負契約を締結し、円滑な事業進捗に向け「ECI
方式」を採用していく。このように、ある程
度織り込んでいるが、極端に悪化するようで
あれば大きな計画見直しも想定しなければな
らないと認識している。

①実施設計
　H26.9.30～H28.3.20
②ECI施工候補者選定
　H26.10.10～H27.1中旬
③ECI協働
　H27.1下旬～H29.11下旬
※行政・設計事務所・施工候補者とのVE協働
作業に、地域産業と庁舎建設の連携を図る連
携協議会も加わり、新庁舎建設事業での地域
産業振興策について協議していく。
④本体建設工事
　H28.5～H29.12(約20ヶ月)を予定
※本体工事を先行し、事務所移転終了後、既
設庁舎等解体、史跡調査、外構工事へ順次着
手
⑤既設庁舎解体・史跡調査
・外構工事等
　H30.4～H32を予定
※史跡調査については、予備調査を実施し本
調査の要否を決定するが、本調査が必要な場
合は工期に7～10カ月程度の影響がある事から
H30～H32を予定としている。
※目標達成時期については、32年度末（特例
債期限）としているが、本体工事はH29年度末
を予定しており、その後、既設庁舎解体、史
跡調査、外構工事という流れ。

契約検査課 平成
32年度末

50

　平成26年4月30日付けで市商工会や市内事業
者代表等20名に委員を委嘱し、「新庁舎建設等
における市内事業者の技術等活用（推進）検討
会議」を設置。
　これまで産業政策課を事務局として庁舎内関
係課や新庁舎設計を担当する山下設計も同席
し、4月30日、8月8日、9月26日の3回の検討会
議を開催し、新庁舎建設等における市内事業者
の関わりに際しての課題等について協議を行っ
ている。

①木材等資材の短期間大量要求に対する、市
内資材の確保。
②新庁舎建設工事への参入における市内技術
者の確保。
③新庁舎完成後のメンテナンス等について、
市内事業者からの検討事項。

・市庁舎建設は市のランドマークを建設する
ことであり、この工事にかかわることは市内
事業者にとってステータスシンボル。
　是非とも市内業者にとって意義ある工事に
なる方策を検討する。
・新庁舎工事担当課の契約検査課と様々な方
策を協議し、市内事業者の参入と育成に努め
る。
・実施設計に市内事業者の意見を反映させ、
工事のスムーズな進行を確保する。

産業政策課 平成
27年度末

50
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⑨目標
　達成
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⑩現時点での
進捗に対する
市長自己評価

　マニフェスト実行計画と進捗状況管理表（平成26年度公表）

・指定管理者指定　平成26年7月4日
・道の駅新築工事　41.9％
・道の駅駐車場工事　25.0％

○新城地区こども園建設に向けた用地取得の実
施。
○病児、病後児保育の実施に向けた検討（県モ
デル事業の視察、候補物件の検討、運営方法の
検討）。
○市民任意団体のファミリーサポートクラブ
を、市設置のファミリーサポートセンターに格
上げするための事前調整を完了。
○母子愛着推進事業の開始に向け、市内3助産
所の協議と内諾済み。
○セカンドブックスタート事業の開始に向け、
民生・児童委員協議会と手法等について協議
中。
○放課後児童クラブの充実に向けた学校との調
整。
　・中央児童クラブを7月に新城小学校内空き
　　教室に移転。
　・八名小学校と協議し。平成27年度から八名
　　児童クラブを図工室に移転の内諾を得て、
　　改修費等を12月補正に計上。
　・鳳来中部小学校と協議し、平成27年度から
　　鳳来中部児童クラブを空き教室に移転の内
　　諾を得て、改修費等を12月補正に計上。
　・耐震基準を満たさず、狭小である東郷西児
　　童クラブの施設整備に向け、小学校側の内
　　諾と平成27年度の国・県補助金の所要額調
　　査に要望。
○子ども・子育て支援新制度施行に伴う例規整
備と次年度入園受付開始に向けた保育認定等の
様式の作成。

・新東名IC近接地に企
業用地の造成をはかり
ます。

・新東名IC降り口に道
の駅「もっくる新城」
を開設します。

・大谷大学跡地での看
護専門学校新設を支援
します。

・3歳未満児保育や家庭
保育への支援、放課後
児童プランの推進など
「子ども・子育て」の
更なる充実をはかると
ともに、基本保育料無
償化を再度検討しま
す。

・奨学金、情報発信、生徒募集、周
辺環境整備、地域連携などで支援施
策を検討中。

・政府の消費増税に伴う子ども・子
育て支援制度ならびにその地方財源
配分方針の確定をまって検討。

3．当面
の主要プ
ロジェク
ト

　造成実施設計及び用地測量の発注（10月末）
を予定している。（契約日　平成26年10月29
日）

・鳳来総合支所周辺総
合開発計画を策定しま
す。

未着手

・現在、地区計画の策定ができていないた
め、造成実施設計及び用地測量を実施し、地
区計画策定に努める。

・平成30年度の分譲開始に向け、各種法手続
きや関係機関との協議を行っていく。

鳳来地域振興課・総合開発計画の範囲及び整備概要について
の検討。
・計画策定委員会委員の人選。

用地開発課 平成
29年度末

30

・平成27年度に新庁舎建設及び作手地区総合
整備の進捗を踏まえ、鳳来総合支所周辺総合
開発計画の概要を内部調整する。
・素案や考え方等をもとに鳳来地区住民にア
ンケートを実施する。
・鳳来地区総合整備委員会(仮称)の立ち上
げ。

平成
30年度

平成
26年度

60

・工事完了　平成27年1月
・開駅　平成27年3月

都市計画課

平成
26年度

50

平成
26年度

70

平成
31年度末

・第2次総合計画に位置付けるための
準備を開始。

・平成29年度以降分譲開始を目標に
実施設計
総事業費、予定販売価格等は精査
中。

・「奥三河の観光ハブステーショ
ン」として新東名開通前に開業予
定。

開発区域8.8ha（土地開発
公社所有地　5.9haを含
む）

・総面積約1ha/小型車75台
/大型車13台/身障者用2台
・事業費は平成25年度まで
で充当（4億1,736万円　う
ち国費6,558万円

　平成26年8月に地元関係団体の代表者による
「穂の香看護専門学校運営協議会」を設置し、
支援策として学生募集や地域との連携・協力等
について意見交換を行っている。

　看護師を養成する学校等に在学している者
で、卒業後に市内の医療機関において看護師の
業務に従事しようとする方を対象とする「新城
市看護師修学資金貸与条例」(H26.4.1施行)を
制定。平成26年度は6名に貸与している。

・新城市民病院の看護師等修学資金貸与制度
と併用できるため、申請時の審査等における
市民病院との連携。
・卒業後の借受者との事務連絡。

・条例及び規則に基づき、予算の範囲内で貸
与する。
・貸与者数の目標
　H27年度　10名
　H28年度以降　15名

○園舎建設のための技術系職員の不在。
○病児・病後児保育の適正規模（採算性）と
受益者負担額軽減。
○母子愛着推進事業とセカンドブックスター
ト事業の補助財源消失。
○セカンドブックスタート事業の実施に対す
る民生委員・主任児童委員の不安感。
○放課後児童対策のニーズ量に対する供給量
（空き教室等）の不足。
○子ども・子育て支援事業計画における保育
ニーズ量に対する供給量の不足。
　・保育士不足
　・一部のこども園への入園希望集中に伴う
　　施設定員の超過。
　・新城こども園の3歳未満児受け入れ。
　・小規模保育所認可、支弁、利用調整など
　　の事務増。
○基本保育料の無償化。
　・全園を保育所型認定こども園とすること
　　で、新たな負担を発生させずに基本保育
　　料無償化の可能性がある。

企画課

へき地医療支援室
･･･奨学金

・運営協議会を年3回程度開催するとともに、
各団体等において逐次支援を行っていく。

・目標：本年度策定する子ども・子育て支援
事業計画（ニーズ調査に基づく保育、放課後
児童クラブの需要量確保、在宅育児支援事業
の充実、放課後児童クラブの施設整備等）に
掲げる事業の実施。
・期限：平成32年3月末まで
※基本保育料無償化は、国から公定価格や地
方交付税の積算根拠が示された時点

・地域との円滑な連携・協力。
・学生の継続的確保。
・実習施設の安定的確保。
・施設の維持管理。

こども未来課

30

0
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30

　新東名の開通年度が平成27年度に延期になっ
たので開通前イベントの開催についても延期し
た。

・開通年月が未定なので実施時期をどうする
か検討を要する。

・平成27年度の新東名の開通前に実施する。 土木課 平成
27年度末

・全国軽トラ市inしんしろの開催及びそれに
向けたＰＲ。
　平成27年4月～12月

・地域包括ケアを核
に、福祉・医療・介護
の切れ目ないセーフ
ティネットを構築しま
す。

・合併10周年・新東名
開通記念諸事業を実施
します。

30

◎式典
平成
27年10月

◎事業
平成
27年度

30

・記念事業については、各所管課で予算計上
し、財政ヒアリング後、3月議会に上程とな
る。
・市民憲章については、年内に素案を作成、
年度内にパブリックコメントを行い、6月議会
上程・承認後に決定し、記念式典で公表する
予定。

平成
27年度末

30

商工・立地課

・市民病院の再建とし
んしろ助産所の充実を
はかり、地域医療の再
生をさらに進めます。

3．当面
の主要プ
ロジェク
ト

任期中

50

医師確保
・整形外科医の確保
・平成27年度末
救急患者の受入拡充
・救急車受入率50％
・平成27年度

地域医療支援センター
(しんしろ助産所)
･･･助産所の体制整備

平成
26年度

80

長寿課 平成
36年度末

総務企画課
･･･市民病院の再建、
   医師確保

　医師確保・定着化のため、愛知県・大学医局
への派遣依頼、公的・民間医師募集サイトの活
用、ＣＴ・ＭＲＩ・電子カルテ等高度医療機器
の整備、臨床研修医（初期研修のうちの地域医
療研修及び後期研修医を対象とした家庭医療後
期研修プログラム）・医学生の研修・実習の受
入れ、育児短時間勤務・部分休業制度の導入
（3人の女性医師が活用）や院内保育所の充実
による女性医師の育児支援等の取り組みを行っ
ている。
　医師数…24名（平成26年10月1日現在）
　救急車の受入率…46.6％（平成25年度）

・医師確保・定着化のための諸施策
を充実、助産所の初産婦利用にむけ
ての体制整備。

・在宅介護や在宅医療、地域保健活
動など中山間地モデル構築に向け、
関係機関と連携強化。
・平成26年度の第6期介護保険事業計
画策定を地域包括ケア計画と位置づ
け推進（26年度予算に437万円を計
上）。

・10周年記念式典、市民憲章制定、
全国桜シンポジウム、全国軽トラ市
サミット、新東名開通記念イベント
をはじめ、情報発信とまちおこしに
つながる一連の事業計画を策定。

・地域包括ケアシステム構築は医療・介護・
予防・生活支援・住まいが一体的に提供され
るシステムで、関係機関・団体との調整や多
くの課が関連するものであり、今後は市全体
での検討が必要になり、対策室等、体制の整
備が必要である。

・H26年度事業取組み内容により実施中
・多職種による協議を行う会議を設置、協議検
討の実施（４会議設置、1回～3回実施）
・在宅医療に関する講演会の実施(9/27小ホー
ル)
・ＩＣＴシステムの構築、稼働（10/1～）
・訪問看護ステーション事業の普及・啓発
・新城市の社会資源の収集

　市制施行10周年記念事業等検討委員会により
協議、検討を行い、記念事業案の確認、市民憲
章案及び記念式典でのアトラクション案を作成
中。

・記念事業については、3月議会の承認後とな
る。
・市民憲章については、6月議会の承認後に決
定となる予定。

　全国さくらシンポジウムin奥三河開催事業に
ついては、7月17日に第4回目の実行委員会を開
催し、開催案内（募集要項)等の構成等を決定
した。また、奥三河さくらフォトコンテスト審
査会も行い、優秀作品23点を選出した。今後、
10月上旬に第5回の実行委員会を開催し、開催
概要について協議する予定である。

・医師確保については、関連医科大学医局及
び愛知県からの派遣だけに頼らず、病院独自
の採用を目指し取組みを進めている。しかし
ながら、病院独自採用医師の定着化は大変難
しく、特に救急医療において重要となる整形
外科医（関連機関からの派遣が無い）の確保
に苦慮している。

　平成26年5月から初産婦の受け入れを開始。
現在初産婦の受け入れ件数2件。うち1件は出産
済み。

・初産の受け入れ体制は整備された。 ・今後も利用促進をしつつ、安全な助産所運
営を図る。

・事業費が増加することが予想され、企業広
告協賛を積極的に展開する必要がある。

・26年末までに歳入予算にめどをつけ、大会
運営の詳細を27年2月と3月に実行委員会で開
催し、決定する。
・開催日:平成27年4月2日～3日

・2025年問題に向け、地域包括ケアシステム
の構築(整備)をする。
・H28年度まで県モデル事業の取組実施によ
り、多職種連携、市としての取組みの方向性
を図り、10年後の超高齢化社会までにシステ
ム構築する。
・愛知県地域包括ケアモデル事業を受託し、
H26年度～H28年度の３か年に渡り取組みを実
施
・委託料　H26年度8,964,000円
・第6期高齢者保健福祉計画に地域包括ケアの
将来像として、位置づけを掲げる。

　9月1日に全国軽トラ市inしんしろ実行委員会
が組織され、9月13日～14日に開催された第1回
全国軽トラ市inしずくいしに参加及び視察を
行った。その会議上、平成27年11月に第2回全
国軽トラ市が新城市で開催されることが承認さ
れ、実行委員会の下部組織である運営委員会も
開催されている。

・全国軽トラ市の会議内容、おもてなし等を
いかに実施していくか、これからの運営委員
会及び部会等の話し合いが重要である。

秘書広報課
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・イベントの拡大による出役職員の増加及び
協力体制の充実。

・観光協会とともに、各種イベントの開催を
通じて、新城市のPRを展開する。
・全国さくらシンポジウムの開催10周年記念
として、しんしろさくらまつり、長篠合戦の
ぼりまつり、新城納涼花火大会、鳳来寺山も
みじまつりのイベント内容の拡大を図る。
・奥三河ガイドブック発行

・ツールド新城、新城ラリー、新城マラソ
ン、湿原の森公開、市民歩こう会

・保存館開館50周年記念事業、鳳来寺山自然
科学博物館自然誌発行事業

・ご当地ナンバープレート作成事業

・エコアクション推進事業

観光課

スポーツ課

文化課

税務課

環境課

平成
27年度末

30

・合併10周年・新東名
開通記念諸事業を実施
します。

　関係団体等との調整を含め、開催内容につい
て計画を進めている。

3．当面
の主要プ
ロジェク
ト

・県総合公園をスポー
ツと防災の中核となる
よう働きかけます。

・東三河広域連合の実
現に貢献します。

・平成26年8月
　　住民説明会
・平成26年12月
　　広域連合規約の議決
・平成27年1月
　　知事へ設置許可申請
・平成27年2月
　　広域連合設立
　　広域連合長の選挙
・平成27年3月
　　広域連合議会議員選出
　　H26年度補正予算議決
　　H27年度当初予算議決

企画課 平成
27年2月

60

・現在の総合公園隣接地に体育館を建設し、
避難所・救援物資の集配施設としての施設の
確保及び、野球場等へのナイター照明を設置
するなど、スポーツと防災の中核となるよう
整備の提案要望をしていく。
※大規模災害時には新東名ＩＣから近距離と
なる施設、県総合公園を広域防災活動拠点施
設として位置付け、防災活動拠点の確保・整
備を目的とする。

防災安全課

任期中スポーツ課

・住民説明会終了
・広域連合規約（案）の最終調整
　（平成26年12月議決）
・平成27年2月　広域連合の設立
・連合事務は平成27年4月から開始。
・設立当初からは、6つの共同処理事務に取組
み、新たな広域連携事業と事務権限の移譲に係
る調査研究を行う。

・東三河8市町村で構成する「広域協
議会」をベースに、特別地方公共団
体としての「東三河広域連合」設立
に向けて行動。

・10周年記念式典、市民憲章制定、
全国桜シンポジウム、全国軽トラ市
サミット、新東名開通記念イベント
をはじめ、情報発信とまちおこしに
つながる一連の事業計画を策定。

・愛知県東三河振興ビジョンを共に
推進する中で整備事業を提案。

　愛知県は受援及び応援のための終結、集積活
動拠点（地域防災活動拠点）として施設を確保
している。
「新城市地域防災計画　第5節　防災活動拠点
の確保」

・現在の公園内の敷地内では整備は難しい。
・第２公園整備として防災公園として策定す
るなど考える必要がある。
・県、市スポーツ課と連携をし整備確保を提
案要望していく。

　総合公園の弱点は、駐車場スペースが非常に
少ない事である。
　現在、総合公園を管理する県事務所に駐車場
の増を依頼し、若干ではあるが予算計上された
が、全然足りない。
　有事の時は、新東名ＩＣから10分以内に位置
し奥三河一帯の防災拠点となる立地条件が益々
強くなった。

・公園内の敷地面積では、希望する駐車ス
ペースを確保することは難しい。

・総合公園に隣接する民地を県有地とし駐車
場利用（普段は、多目的広場として利用）で
きれば、「新城ラリー」という世界にアピー
ルできるイベントが駐車場不足により先細り
しない様にここ数年の間に実現するよう県に
働きかけを行う。
※　近年総合公園でスポーツイベントを開催
する機会が多くなってきた、これは、参加者
及び観客の多いスポーツイベントの開催によ
るものであり、多くの集客、交流人口の増大
による地域の活性化を目的としている。

10

任期中
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